
 

 

 

 

１ 目 的 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い、事業活動の縮小・見直しを余儀なく

された中小事業者等の雇用の確保及び事業の継続を図るため、顧客や売上の減少に対応

して中小事業者等が取り組む、新規事業への展開や業態転換に対して、春日井商工会議

所を通じて補助金を交付します。 

 

２ スケジュール 

導入行程 作 業 内 容 

５月初旬 春日井商工会議所補助金申請 

５月中旬 新規事業・業態転換支援開始 

 

３ 対象者 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、店内での飲食用店舗等がテイクア

ウトを開始する等、新規事業への展開や業態転換に取り組む中小事業者等 

（中小企業、小規模事業者、個人事業主、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人等） 

  約 100事業者を想定 

 

４ 実施内容等 

  対象者に対して、補助金（対象経費の 1/2、上限 50 万円）を、春日井商工会議所を通

じて交付する。 

 

５ 予算額 

   50,000千円 

  

 

 

問い合わせ 産業部企業活動支援課 TEL 0568－85－6247 

６．中小企業者等の新規事業への展開、業態転換を支援します！（市） 

～中小事業者等の新たなチャレンジを支えます～ 


